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＜記者会見項目＞

１　今後の児童館の運営・整備

２　常設プレーパークの設置

３　中野区キャッシュレス決済ポイント還元事業

４　新たな公共交通サービスの実証運行

５　イベント等情報《別紙》
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１  今後の児童館の運営・整備

【問合せ】　子ども教育部 子ども政策担当課長　青木　　電話番号　03-3228-3264

今後の児童館の運営・整備

▼取組の方向性
　０歳～１８歳の子どもと保護者を対象とした、これまでの児童館としての機能を基礎として、
　６つの方向性から今後の児童館運営・整備を推進する。

　孤独・孤立への不安や児童虐待、不登校、いじめ、貧困など、さまざまな課題が複雑か
つ複合化しているとともに、共働き世帯の増加による学童クラブ需要が年々増加傾向にあ
ることから、早急かつ重点的に多様な居場所づくりに取り組むことが求められている。

　中野区は、子どもと子育て家庭を取り巻く福祉的課題や、多様なニーズへの対応を図り、
児童館の機能強化等を円滑に進めるとともに、計画的な施設更新を実現するため、
「中野区児童館運営・整備推進計画」の策定を進めている。（令和６年３月策定予定）
　本計画は、子どもや子育て家庭のニーズを捉えた居場所づくりを推進するため、区民や
団体、当事者である子どもからの意見聴取を行う。

▶児童館の機能強化と役割の見直し
▶子ども・保護者等のニーズを捉えた運営の改善
▶福祉的課題への対応強化（基幹型児童館）
▶民間活力の活用（乳幼児機能強化型、中高生機能強化型児童館）
▶専門性を持った職員の育成・配置
▶計画的な施設更新の推進
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１  今後の児童館の運営・整備

▼取組の方向性の詳細（抜粋）
　▶児童館の機能強化と役割の見直し

　▶福祉的課題への対応強化（基幹型児童館）

　▶民間活力の活用（乳幼児機能強化型、中高生機能強化型児童館）

▼スケジュール
　令和５年度　　　「中野区児童館運営・整備推進計画」を策定
　令和６年度　　　基幹型児童館・乳幼児機能強化型児童館のモデル事業を実施
　　　　　　　　　中高生機能強化型児童館（１館）の基本構想・整備手法を検討
　令和７年度　　　基幹型児童館（９館）に移行
　令和７～８年度　乳幼児機能強化型児童館（７館）に移行

すべての児童館に共通する機能を強化するとともに、児童館１８館を３つの類型に移行する
▶基幹型児童館（９館）
▶乳幼児機能強化型児童館（８館）
▶中高生機能強化型児童館（１館）

▶福祉職(区職員)を配置し、福祉的課題に対応するためのソーシャルワーク機能を強化する
▶地域住民や学校等と連携を図るとともに、地域子ども施設を巡回・支援する
▶地域の子育て・子育ちの拠点として、中学校区ごとに１館配置する

事業者のノウハウを活用したサービスの向上を図り、子どもにとって魅力ある居場所づくりを目指す
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２  常設プレーパークの設置

▼基本的な考え方
　①子どもが主体の遊び場

　②乳幼児親子の居場所

　③地域との交流が生まれる場

▼設置場所　　中野区立江古田の森公園（中野区江古田３-１４）

▼スケジュール
　令和５年11月以降　　区民・公園利用者等への周知
　令和６年度　　　　　常設プレーパーク事業の試行実施、設置工事（設計）
　令和７年度　　　　　設置工事（施工）、常設プレーパークの開設

子どもの「やりたい」という気持ちを刺激し、それを自由に実現できる遊び場とする

　子どもの自由にやりたいことができる遊びを実現し、多様な交流や体験を得られる地域
の居場所として、常設プレーパークを設置する。

乳幼児親子の子育ての孤独・孤立の解消などを促進するため、
乳幼児親子がくつろげて交流が生まれる場とする

子どもだけでなく、地域住民・団体の参画・連携を通じて、
世代を問わず多世代の交流ができる場とする

常設プレーパークの設置

【問合せ】　子ども教育部 子ども政策担当課長　青木　　電話番号　03-3228-3264
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３　中野区キャッシュレス決済ポイント還元事業

【問合せ】　区民部　産業振興課長　松丸　　電話番号　03-3228-5590

▼実施期間（予定）
　令和５年１２月１日から１２月３１日まで

▼対象者
　区内の対象店舗において対象キャッシュレス決済サービスで支払いを行った者（区内在
住・在勤・在学等は問わない）

▼対象店舗
　中野区内中小店舗、大規模店舗のうち、中野区指定のキャッシュレス決済加盟店舗
（公共サービス、コンビニエンスストアなどは除く）

　原材料価格の高騰、円安などによる仕入れ価格・製品価格の上昇により影響を
受けている区内事業者及び区民への支援を図るとともに、キャッシュレス決済の
さらなる推進のため中野区キャッシュレス決済ポイント還元事業を実施する。

中野区キャッシュレス決済
ポイント還元事業

事業概要
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３　中野区キャッシュレス決済ポイント還元事業

▼対象決済サービス　　auPAY、d払い、PayPay、楽天ペイ
▼還元率　　　中小店舗：２０％　大規模店舗：１０％
▼１人あたりのポイント付与上限
　【中小店舗】１決済あたり上限５００円、期間内総額３，０００円
　【大規模店舗】１決済あたり上限５００円、期間内総額１，０００円
▼還元総額　　４億５千万円
▼還元方法
　期間中、対象店舗で中野区指定のキャッシュレス決済により代金の支払いを行った後、
原則１か月～２か月後に、ポイント還元分を付与する。

スケジュール、利用者支援

事業概要

▼今後のスケジュール（予定）
　令和５年11月　事業周知、加盟店募集、説明会の実施等
　　　　　12月　事業実施期間

▼利用者支援
　スマートフォン等の操作に不慣れな方を支援（デジタルデバイド対応）
　　・利用者向け説明会の実施
　　・相談窓口・コールセンターの設置
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▼運行計画の概要
　

▼運行事業者
　関東バス株式会社

▼実証運行期間（予定）
　令和５年９月１９日から令和６年３月３１日まで

【問合せ】都市基盤部　交通政策課長　宮澤　電話番号　03-3228-5784

▶車両　　定員１２名（座席１０、乗務員席２）
▶運賃　　普通運賃（１乗車）大人２００円、小児１００円
▶ルート　白鷺せせらぎ公園と高円寺駅を往復（２便のうち１便については鷺ノ宮駅方面を経由）
※9ページ参照

新たな公共交通サービスの導入に関する実証運行
　区民にとって快適で利便性の高い公共交通ネットワークの充実を目指し、令和
４年度は、利用者の移動ニーズに応じた最適なネットワーク構築に向けた公共交
通サービスの導入に関する実証運行を実施した。令和５年９月からは、運行ルー
トを変え、新たな公共交通サービスの実証運行を実施している。

４  新たな公共交通サービスの導入に関する実証運行
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４  新たな公共交通サービスの導入に関する実証運行を開始

▼高齢者割引証の発行
　普通運賃(200円)から100円割引される高齢者割引証を発行する。
　※本実証運行路線でのみ適用

    ▶対　象　　７０歳以上の方（区外在住者を含む）
    ▶発行場所　実証運行開始日から、区役所や鷺宮すこやか福祉センター、野方・大和区民
　　　　　　　　活動センター窓口にて発行する。
　

▼今後のスケジュール
　令和５年11月頃　 実証運行の中間評価
　令和６年３月　 　令和５年度実証運行終了
　令和６年度　　　 令和５年度実証運行結果の分析・検証

運行車両イメージ▶
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４  新たな公共交通サービスの導入に関する実証運行を開始


